
「ちばフェアトレードマーケット」（通称：ちばトレード）の出店及び販売品の基準（２０２３年１０月時点） 

 

１ 開催目的 

（１） 「フェアトレードタウン」を目指す千葉市として、フェアトレードの理念の普及・啓発 

（２） 人・社会・環境・未来にやさしい「エシカル消費」の実践・啓蒙 

（３） 買い物を楽しみながら国際協力、地域貢献への参加の機会を提供 

２ 出店者等に求めること 

(1) 出店者は、千葉市フェアトレードタウン推進グループの活動趣旨を理解し、賛同していること  

(2) 販売品は、三方良し（売り手、買い手、世間）であり、ストーリーのある製品であること   

(3) フェアトレードについて、販売やコミュニケーション等を通じて消費者等にわかりやすく紹介すること 

３ 出店基準 

分野 
出店者の所在・活動エリア 

出店者 販売品等 
県外 県内 市内 

国  際 

（International） 

○ ○ ○ 
・千葉市内で以下の活動をしている事業者等であること 

a:フェアトレード製品の販売 

b:フェアトレードの普及啓発 

・現地生産者と直接取引をしている、または、その製品を卸及び

委託販売している事業者等であること 

・生産者またはそのコミュニティ支援、環境に配慮した取り組み

をしている事業者等であること 

・WFTO（世界フェアトレード連盟）の１０原則を参考とすること 

※所在地は問わないが 

千葉市内での活動が 

あること（右記載） 

地産地消 

（Local） 
× × ○ 

【農家・農業法人】 

・千葉市内で農家登録済みであること 

・環境に配慮した農業を行っていること。(次のいずれか１つ以上

に該当：農薬不使用・化学肥料不使用・除草剤不使用・殺虫剤不

使用) 

【食品販売等】 

・千葉市内の事業者等であること 

・農作物を仕入れて販売する場合は、左の農家基準をクリアした

生産者の農産物であること 

・農産加工品は、次のいずれか１つ以上に該当するものであるこ

と（千葉市産の農産物が原料、なるべく無添加で製造されたも

の、フードロス削減につながるもの） 

福  祉 

（Challaged） 
× × ○ 

•商品を販売又は購入することで、チャレンジド（障碍者）の賃金・

工賃が向上する仕組みを備えている事業者であること 

・就労Ａ（Ｂは要検討）で、月額平均工賃 16,507 円以上 

・チャレンジド（障碍者）が生産・製造したものであること 

・商品は、身体や環境に配慮したものであること 

 

WFTO １０の原則 


